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はじめに 
 

この評価項目・雛形集は、「UNIVAS SSC (安全安心認証)」 の取得に求められる13個の評価

項目について説明しています。各評価項目では、安全安心な運動部活動の実現に向けて必要

とされる仕組みや文書等に加えて、各要求事項をクリアするためのポイント解説と文書等の

雛形 (全8種類) が具体的に明示されています。 

 

貴大学にて、別紙1の「運動部活動安全・安心マニュアル（雛形）」及びその添付資料であ

る別紙2から別紙8までの書類を全て作成し、必要な仕組みを導入していただけますと、全て

の評価項目がクリアされ、SSCを取得することができます。 

 

貴大学におかれましては、必要とされる仕組みや文書等の一部を既に有していることと存じ

ます。その場合には、それらとの整合性を取るべく別紙1の内容をカスタマイズしたり、別

紙2から別紙8までを既存の書類で代用するなどの対応を行っていただければと思います。な

お、これらの検討を行う際に不明な点がありましたら、遠慮なく下記の担当者までご連絡く

ださい。必要なアドバイスをさせていただきます。 

 

この評価項目・雛形集の活用により、SSC取得に向けた作業が効率的に進められ、貴大学に

よるSSCの取得が早期に実現されますことを切に願っております。 

 

安全安心委員会委員長 

   川原 貴 

 

担当：安全安心部 高田・笹原 

tel  03-3234-0800 

e-mail  anzen.anshin@univas.jp  
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評価要領 
● UNIVAS SSC評価項目は13項目から成り、必須項目と一般項目に分かれています。 

● 各項目に2つの小項目があり、1つの小項目につき1点と換算します。 

● SSCを取得するには、以下を満たす必要があります。 

○ 必須項目：5項目 (10小項目) 

 ✓10小項目の全てを満たす。 

 ✓よって、10点が必要となる。 

○ 一般項目：8項目 (16小項目) 

 ✓16小項目のうち、12小項目以上を満たす。 

 ✓よって、12点以上が必要となる。 

○ 合わせて22点以上 (必須項目10点+一般項目12点以上) が必要となる。 
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2023年5月19日 

評価項目 

①評価項目 

【必須】リスクの洗い出し・運動部リスク管理責任者の配置 

1 【事故予防体制】運動部を取り巻くリスク全般の洗い出しを行っている。 

1-1 

■運動部の活動中に発生する事故リスクを洗い出した一覧がある。 

※一覧の例としては、ハード面・ソフト面の観点からスポーツ活動を巡るあらゆるリスクを 

洗い出した、別紙2「事故のリスク一覧」を参照して下さい。 

1-2 

■体育施設の危険個所を確認し、把握するためのチェックリストがある。 

※チェックリストの例としては、ハード面の破損状況などをチェックする、別紙3「施設安 

全のチェックシート」を参照して下さい。 

2 

【事故予防体制】運動部において発生する事故に適切に対応するため、運動部のリ

スク管理全般に責任を有する者（以下「運動部リスク管理責任者」という。）を大

学として明確にしている。 

2-1 

■運動部リスク管理責任者が、教学組織、事務組織又はその他組織に配置されてい 

る。 

※運動部リスク管理責任者としては、スポーツ局長、スポーツ振興センター長、学生課長 

や学生支援センター長などを想定しています。 

※名称は、運動部リスク管理責任者以外でも構いません。 

2-2 

■運動部リスク管理責任者の配置を定めた文書がある。 

※「リスク管理規程」、「安全マニュアル」、「組織規程」、「事務分掌規程」などの文 

書において、運動部リスク管理責任者が明記されていることを想定しています。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

【必須】事故発生時の報告 

3 
【事故予防体制】運動部の活動中に発生した事故情報の報告に関する基準を設け、

情報収集、集約のスキームを構築している。 

3-1 

■報告すべき、運動部の活動中の事故の基準を定めた文書がある。 

※「リスク管理規程」、「安全マニュアル」などの文書において、「救急車を呼んだ場  

合」、「病院を受診した場合」、「受診はしないが応急手当を行った場合」などの報告 

すべき事故の基準が明記されていることを想定しています。 

※文書への記載例として、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

3-2 

■事故が発生した場合の報告フォーム、報告ルート、報告フォームの保管ルール・ 

共有ルールを定めた文書がある。 

※「リスク管理規程」、「安全マニュアル」などの文書において、これらの内容が明記さ 

れていることを想定しています。 

※事後評価のため、事故対応の経過（救急車を呼んだ事実、処置の内容など）を記載する 

ことを必要とします。 

※文書への記載例としては別紙1「安全安心マニュアル」を、報告フォームの例としては別 

紙6「事故発生報告書」を参照して下さい。 
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【必須】施設等の改善要望対応 

4 

【事故予防体制】運動部の学生、指導者などから、施設・設備・用具の破損、危険

性に対する改善要望が上がってきた場合、その対応の要否を検討して対応が必要と

判断した場合、1年以内に対応を行っている。 

4-1 

■施設・設備・用具の破損、危険性に対する改善要望に対し、想定されるリスクに 

応じて対応の優先順位（又は施設・設備・用具の使用禁止）を検討する会議体が 

あり、その会議体について言及した文書が作成されている。 

※会議体としては、学生委員会、施設運営委員会又は施設管理担当部署による部内 

会議などを想定しています。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

4-2 

■施設・設備・用具の破損箇所、危険個所を発見した場合に改善要望を申請する仕 

組みがあり、その仕組みについて言及した文書が作成されている。 

※申請書の例としては、別紙4「施設の補修申請書」を参照して下さい。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

【必須】保険加入の推奨 

5 

【事故予防体制】運動部の学生、指導者の保険加入状況（加入の有無と加入保険の

補償範囲）を1年に1回以上確認し、保険加入を推奨している。 

※加入保険例：傷害保険、賠償責任保険、学研災、スポーツ安全保険等 

5-1 
■運動部リスク管理責任者の所属部署において、毎年、学生の保険の加入状況を把 

握している。 

5-2 

■保険加入を推奨する文書があり、毎年、チラシなどを用いて運動部に保険加入を 

推奨している。 

※「安全マニュアル」などの文書において、保険加入の推奨が明記されていることを想定 

しています。 

※文書への記載例として別紙1「安全安心マニュアル」を、チラシの例として別紙5「保険 

加入の推奨について」を参照して下さい。 

【一般】事故発生時対応に関する文書の作成 

6 
【事故予防体制】運動部の事故防止に関する安全管理意識の向上を図るため、マニ

ュアルや啓発文書等の文書を作成している。 

6-1 
■運動部の事故発生時の対応（含む対応フロー及び緊急連絡先）を記した文書を作 

成している。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

6-2 

■運動部の事故発生時の対応を記した文書は、運動部の指導者及び学生がいつでも 

閲覧可能な状態にある。 

※閲覧可能な状態としては、文書の学内ポータルサイト上への掲示や、各運動部の部室へ 

の文書の備置などを想定しています。 

【一般】安全管理に関する研修の実施 

7 
【事故予防体制】運動部の指導者に対する安全管理意識の向上を図る研修を1年に

1回以上行っている。 

7-1 

■運動部の指導者が参加可能な安全管理（事故防止、事故発生時の対応等）に関す 

る研修機会が1年に1回以上設けられている。 

※研修は、オンラインでの開催や、学外研修の参加でも構いません。 

※UNIVASが毎年定期開催する安全管理に関するセミナーへの参加でも構いません。 
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7-2 
■運動部の指導者が安全管理に関する研修会に1年に1回以上参加することを義務 

付け、参加できない場合の代替措置を明記した文書が作成されている。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

8 
【事故予防体制】運動部の学生に対する安全管理意識の向上を図る研修を1年に1

回以上行っている。 

8-1 

■運動部の学生が参加可能な安全管理（事故防止、事故発生時の対応等）に関する 

研修機会が1年に1回以上設けられている。 

※研修は、オンラインでの開催や、学外研修の参加でも構いません。 

※UNIVASが毎年定期開催する安全管理に関するセミナーへの参加でも構いません。 

8-2 

■各運動部において最低限１名の学生が安全管理に関する研修会に1年に1回以上 

参加することを義務付け、参加できない場合の代替措置を明記した文書が作成さ 

れている。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

【一般】定期的な事故情報の共有 

9 
【事故予防体制】運動部リスク管理責任者は、運動部及び関係部署に対して、安全

管理や事故に関する情報などを1年に1回以上提供している。 

9-1 

■各運動部の活動中の事故情報を、１年に１回以上、運動部及び関係部署で共有す 

る仕組みがあり、その仕組みについて言及した文書が作成されている。 

※関係部署としては、学生の健康管理に関する業務を担う健康管理課や施設管理を行う施 

設管理課などが考えられます。 

※個人情報を削除した形式での事故事例情報の共有を強く推奨します。 

9-2 

■大学外の運動部の活動中の事故情報を、１年に１回以上、運動部及び関係部署で 

共有する仕組みがあり、その仕組みについて言及した文書が作成されている。 

※大学外の事例としては、各競技団体が取りまとめた情報などが考えられます。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

【一般】事故対応の責任体制 

10 【緊急対応体制】各運動部における事故発生時の責任体制を明確にしている。 

10-1 

■各運動部に、活動中に発生した事故に対応する責任者（以下「運動部事故対応責 

任者」）が配置され、かつ配置することを定めた文書がある。 

※運動部事故対応責任者としては、運動部の部長、指導者（監督、コーチ）、キャプテン 

などを想定しています。 

※文書としては、「安全マニュアル」などに明記することを想定しています。文書の例と 

しては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

※名称は、運動部事故対応責任者以外でも構いません。 

10-2 

■各運動部に、活動中に発生した事故に対応する担当者（以下「運動部事故対応担 

当者」）が配置され、かつ配置することを定めた文書がある。 

※運動部事故対応担当者としては、運動部の主務、マネージャーなどを想定しています。 

※文書としては、「安全マニュアル」などに明記することを想定しています。文書の例と 

しては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

※名称は、運動部事故対応担当者以外でも構いません。 

【一般】事故の原因究明・再発防止 

11 
【事後対応体制】運動部の活動中に発生した事故の原因究明・再発防止策を講じて

いる。 

11-1 
■運動部の活動中に事故が発生した場合に、分析・検証の対象となる事故を明確に 

した基準がある。 
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※基準としては、「入院以上」、「救急車を呼んだ場合」などを想定しています。 

11-2 

■運動部の活動中に入院を必要とするレベル以上の事故が発生した場合に、原因究 

明、再発防止策を検討する仕組みがあり、その仕組みについて言及した文書が作 

成されている。 

※文書としては、「リスク管理規程」や「安全マニュアル」などに明記されていることを 

想定しています。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

【一般】ハラスメント防止に向けた取組み 

12 
【ハラスメント防止体制】運動部の学生、指導者に対して、1年に1回以上、ハラ

スメント防止に関する研修を実施している。 

12-1 

■運動部の学生や指導者が参加可能なハラスメント防止に関する研修機会が1年に 

1回以上設けられている。 

※研修は、オンラインでの開催や、学外研修の参加でも構いません。 

※UNIVASが毎年定期開催するコンプライアンス（ハラスメント）セミナーへの参加でも 

構いません。 

12-2 

■各運動部において、最低限１名の学生及び指導者がハラスメント防止に関する研 

修会に1年に1回以上参加することを義務付け、参加できない場合の代替措置を 

明記した文書が作成されている。 

※文書の例としては、別紙1「安全安心マニュアル」を参照して下さい。 

13 
【ハラスメント防止体制】ハラスメントに関する相談窓口を設置し、運動部の学

生、指導者に対して、いつでも利用できるような環境を整備している。 

13-1 

■ハラスメントに関する相談窓口又は内部通報窓口を設置し、運動部学生に周知し 

ている。 

※実名による相談、実名及び匿名による相談のいずれでも構いませんが、実名による相談 

の場合は、対応状況を通報者に適宜報告する制度となっている必要があります。 

※周知とは、公式HP上に制度の説明や設置規程を掲載することや、コンプライアンス研修 

会にて説明することなどを想定しています。 

13-1 

■相談窓口又は内部通報窓口の通報先として、学内のほか、中立的な立場の学外の 

者（弁護士事務所や専門機関等）も選択できるようにしており、その点を周知し 

ている。 

※学外の者として、UNIVASの相談窓口を周知することでも構いません。 

※UNIVASの相談窓口の周知用のチラシは別紙8「UNIVAS相談窓口のご案内」を参照して 

下さい。 
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2023年5月19日 

（別紙1） 

（雛形） 

 
※貴学の実状に合わせて、責任者、担当者、担当部署、文書等の名称を変更して下さい。 

 

●●大学運動部活動における安全・安心マニュアル 

 
1. 本マニュアルの位置付け 

本マニュアルは、本学における運動部活動の安全を確保するために、「平常時の対

応」、「事故発生時の対応」及び「事故発生後の対応」に必要な事項を記載したも

のである。 

 

2. 適用範囲 

本マニュアルは、本学の体育会に所属する全ての運動部に適用する。また、本マニ

ュアルは、これら運動部に所属する全ての者に活用されることを想定している。 

 

3. 体制 

運動部活動の安全確保に万全を期すために、本学に以下の者を置く。 

 

a. 運動部リスク管理責任者 

運動部のリスク管理全般に責任を有する者として運動部リスク管理責任者を置

く。本学のスポーツ振興センター長※1を運動部リスク管理責任者とする。[※1：

貴学の実状に合わせて指定して下さい。スポーツ振興センター長の他に、スポー

ツ局長、学生課長、学生支援センター長などが想定されます。] 

 

b. 運動部事故対応責任者 

各運動部に、各運動部の活動中に発生した事故に対応するための責任者として運

動部事故対応責任者を置く。各運動部の監督及びコーチ※3を運動部事故対応責任

者とする。[※3：貴学の実状に合わせて指定して下さい。監督やコーチの他に、

運動部の部長、キャプテンなどが想定されます。] 

 

c. 運動部事故対応担当者 

各運動部に、各運動部の活動中に事故が発生した際に運動部事故対応責任者の指

示を受けて適切な事故対応を行う運動部事故対応担当者を置く。各運動部の主務
※4を運動部事故対応担当者とする。[※4：貴学の実状に合わせて指定して下さ

い。主務の他に、運動部のマネージャーが想定されます。] 

 

4. 心構え 

運動部学生を始め運動部活動に関わる全ての者は、運動部活動が安全に遂行される

よう日頃から必要な事前の対応を施すとともに、万一事故が発生した場合、冷静か

つ迅速に対応し、事故の影響を最小限に留めるよう務め、再発防止に万全を期すも

のとする。 

 

5. 平常時の対応 

事前の事故予防活動として以下の対応を実施する。 
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a. リスクの洗出し 

i. 運動部リスク管理責任者は、毎年1回、運動部活動中に発生する可能性のある事

故とそれらの顕在化を防ぐための確認事項等をとりまとめた別紙2「事故のリス

ク一覧」の内容を実状に合わせて適宜更新する。 

 

b. 施設等の点検・改善 

i. 運動部リスク管理責任者は、毎年1回、施設管理課※5と連携し、別紙3「施設安全

のチェックシート」を用いて施設、設備、用具を点検し、改善の必要な施設等

を特定する。[※5：貴学の実状に合わせて担当部署を記載して下さい。] 

 

c. 施設等の改善要望への対応 

i. 運動部の学生や指導者は、施設・設備・用具の破損、危険性を発見した場合に

は、別紙4「施設の補修申請書」を用いてその状況を運動部リスク管理責任者に

報告し、改善要望を行う。 

ii. 運動部リスク管理責任者は、前項により受領した「施設の補修申請書」をとり

まとめて施設運営委員会※6に報告の上、想定されるリスクに応じた対応の優先順

位付け（又は施設・設備・用具の使用禁止の判断）についての検討を依頼す

る。なお、緊急を要する場合には、速やかに施設管理課に報告し、その対応を

依頼する。[※6：貴学の実状に合わせて会議体を記載して下さい。] 

 

d. 保険加入の推奨 

i. 運動部リスク管理責任者は、毎年5月に、各運動部の学生及び指導者の保険加入

状況（加入の有無及び加入保険の補償範囲）を確認するとともに、別紙5「保険

加入の推奨について」を用いて、運動部に必要な保険への加入を推奨する。 

 

e. 研修の実施 

i. 運動部リスク管理責任者は、毎年、一般社団法人大学スポーツ協会（以下、「U

NIVAS」という。）が開催する安全管理に関するセミナーのアーカイブ動画視聴

会を学内で実施する（対象者の利便性を考慮し、同一内容の視聴会を3回程度行

う。）。 

ii. 運動部リスク管理責任者は、動画視聴会にて、別紙2「事故のリスク一覧」を用

いて、運動部活動中に発生し得る事故の内容と、それらの事故の発生を防ぐた

めのチェックポイントを参加者と共に検討、確認し、参加者の安全管理意識の

向上を図る。 

iii. 各運動部の主務及びマネージャー※7（運動部事故対応担当者）並びに監督及びコ

ーチ（運動部事故対応責任者）は、毎年、前項の動画視聴会の何れかに参加し

なければならない。[※7：運動部員全員に受講を義務付ける方が望ましいで

す。] 

iv. 運動部リスク管理責任者は、第1項の動画視聴会に参加した者の一覧を作成し、

保管する。 

v. 特段の事由により、全ての動画視聴会に参加できない対象者がいた場合には、

運動部リスク管理責任者は、別途動画視聴会を開催するなどし、当該対象者が

動画視聴できるよう取り計らう。 

 

f. 事故情報・事故事例の共有 

i. 運動部リスク管理責任者は、毎年4月に、前年度において各運動部の活動中に発

生した事故の情報と、可能な範囲で競技団体から収集した事故の情報の一覧を

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D48RdA9N18smrmJoHVfE8BdosOcSELgo/edit#gid=964778477
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D48RdA9N18smrmJoHVfE8BdosOcSELgo/edit#gid=964778477
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JmerpL1QUL_B_hb6bSwlbsH_wbUiriyD/edit#gid=1305535223
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JmerpL1QUL_B_hb6bSwlbsH_wbUiriyD/edit#gid=1305535223
https://docs.google.com/document/d/1Gz-8DYCY4xtXQ_RWFB3V_dMPw3yE2gCA/edit
https://docs.google.com/document/d/1FXhazY89Uk_hunUmfK1_tK-1WJVtAecP/edit
https://docs.google.com/document/d/1FXhazY89Uk_hunUmfK1_tK-1WJVtAecP/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D48RdA9N18smrmJoHVfE8BdosOcSELgo/edit#gid=964778477
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取りまとめ、各運動部の運動部事故対応責任者及び運動部事故対応担当者並び

に健康管理課※8及び施設管理課※8に共有する。[※8：貴学の実状に合わせて担当

部署を記載して下さい。] 

ii. 運動部事故対応担当者は、運動部にてミーティングを行い、前項により共有さ

れた一覧を用いて全運動部員の安全管理意識の向上を図る。 

 

6. 事故発生後の初動対応 

運動部の活動中に怪我人が発生した場合、運動部事故対応責任者及び運動部事故対

応担当者が中心となり（運動部事故対応責任者及び運動部事故対応担当者が、怪我

人が発生した現場にいない場合には、現場にいる者で協力して）、怪我のレベルに

応じて以下の初動対応を行う。 

 

a. 怪我のレベルに応じた初動対応の実施 

 

 

 

 

 

 

     

          怪我人の状態確認は、最悪を想定したうえで対応を行う。 

 

     レベル1           レベル2          レベル3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怪我人発生 

 

怪我人の状態確認 

 

（怪我人の状態確認は、最悪を想定したうえで対応を行う。） 

 

・歩行可能 
・擦り傷や捻挫など 
・意識もしっかりしている 

・歩けない 
・骨折の疑い 
・頭、首を受傷した 

・普段通りの呼吸なし 
・意識・反応がない 
・手足が動かない 
・大量出血 

119番通報 応急手当 手当・処置 

緊急手当て (AED,止血等) 病院連絡・準備 競技復帰が可能かの判断 

関係者への報告 関係者への報告 

救急車を呼んだ時に必要な要員と役割！ 

・負傷者に対応する人（5～6人） 
・AED、救護資機材を持ってくる人（1～2人） 
・記録係（時系列、情報を紙にまとめる人）（2人） 
・警備員に連絡し救急車を誘導する人（1～2人） 
・健康管理室、学内の職員、教員に連絡する人（1～2人） 
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  【重要連絡先一覧※9】 

連絡先 名前 電話番号 

(運動部内) ー ー 

監督      ※連絡先を各運動部内にて 

       共有しておいてください。 コーチ 

トレーナー 

(学内連絡先 担当課) ー ー 

  運動部リスク管理責任者 ●●●●● ●●●●● 

  警備室 ●●●●● ●●●●● 

  健康管理室 ●●●●● ●●●●● 

(近隣病院) ー ー 

  ●●内科 ー ●●●●● 

  ●●整形外科 ー ●●●●● 

  ●●病院 ー ●●●●● 

   救急相談センター ＃７１１９ 

  （救急車を呼ぶべきか迷ったりしたときに相談する公的な相談窓口） 

   [※9：貴学の実状に合わせて必要な重要連絡先を記載して下さい。] 

 

b. 事故情報の報告 

i. 運動部事故対応責任者及び運動部事故対応担当者（運動部事故対応責任者及び

運動部事故対応担当者がいない場合には、怪我人が発生した現場にいる者）

は、レベル2、3と判断した場合には、怪我人の身体の安全確保（手当・処置、1

19番通報、病院連絡・準備、緊急手当て）を行った後、別紙6「事故発生報告

書」を用いて速やかに運動部リスク管理責任者に状況を報告する。 

ii. 前項の報告を受けた運動部リスク管理責任者は、運動部事故対応責任者及び運

動部事故対応担当者と協力して事故対応を行う。 

iii. 運動部リスク管理責任者は、必要に応じて、「事故発生報告書」を用いて健康

管理課※10及び施設管理課※10に事故対応状況を共有する。[※10：貴学の実状に合

わせて担当部署を記載して下さい。] 

iv. 運動部リスク管理責任者は、「事故発生報告書」を適切に保管する。 

 

7. 初動対応後の対応 

発生した事故への初動対応が完了した後に、以下の対応を実施する。 

 

a. 原因究明・再発防止 

i. 運動部事故対応責任者は、項目6aに示すレベル2及び3の事故が発生した場合に

は、当該事故の初動対応が完了した後に、遅滞なく当該事故が発生した原因を

特定するとともに、再発させないための防止策を検討し、その結果を別紙7「事

故原因究明・再発防止策検討シート」にとりまとめ、運動部リスク管理責任者

に提出する。 

ii. 前項の検討シートを受領した運動部リスク管理責任者は、その内容を確認し、

記載漏れなどがある場合には再提出を求め、記載内容が適切と判断した場合に

は、その旨を運動部事故対応責任者に回答し、再発防止の徹底を指示する。 

iii. 前項の回答を受領した運動部事故対応責任者は、運動部員に再発防止策を周知

し、その徹底を指示する。 

iv. 運動部リスク管理責任者は、事故の発生原因が施設に起因するものであった場

合には、別紙4「施設の補修申請書」を作成し、施設管理課※11に提出する。[※1

1：貴学の実状に合わせて担当部署を記載して下さい。] 

https://docs.google.com/document/d/1DCf4bGPlMvtm9A1SA_J8aeJoHZ9pDDgb/edit
https://docs.google.com/document/d/1DCf4bGPlMvtm9A1SA_J8aeJoHZ9pDDgb/edit
https://docs.google.com/document/d/1WvDjmgwHm3jyucQrMqzdrK8F5Paqz0Cf/edit#heading=h.x41jc8yfkqlm
https://docs.google.com/document/d/1WvDjmgwHm3jyucQrMqzdrK8F5Paqz0Cf/edit#heading=h.x41jc8yfkqlm
https://docs.google.com/document/d/1Gz-8DYCY4xtXQ_RWFB3V_dMPw3yE2gCA/edit
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8. ハラスメントの防止 

ハラスメントの防止活動として以下の対応を実施する。 

 

a. ハラスメント研修の実施 

i. 運動部リスク管理責任者は、毎年、UNIVASが開催する、ハラスメント

に関するコンプライアンス研修のアーカイブ動画視聴会を学内で実施

する（対象者の利便性を考慮し、同一内容の視聴会を3回程度行

う）。 

ii. 各運動部の主務及びマネージャー※12（運動部事故対応担当者）並びに

監督及びコーチ（運動部事故対応責任者）は、毎年、前項の動画視聴

会の何れかに参加しなければならない。[※12：運動部員全員に受講

を義務付ける方が望ましいです。] 

iii. 運動部リスク管理責任者は、第1項の動画視聴会に参加した者の一覧

を作成し、保管する。 

iv. 特段の事由により、全ての動画視聴会に参加できない対象者がいた場

合には、運動部リスク管理責任者は、別途動画視聴会を開催するなど

し、当該対象者が動画視聴できるよう取り計らう。 

 

b. ハラスメントに関する相談窓口の周知 

i. 運動部リスク管理責任者は、前項の動画視聴会において、学内に設置

されたハラスメントに関する相談窓口を周知する。また、学外に設置

された相談窓口として、別紙8「UNIVAS相談窓口のご案内」を用いてU

NIVAS相談窓口を紹介する。 

 

9. 本マニュアルの閲覧環境の整備 

運動部リスク管理責任者は、運動部に所属する指導者及び学生を始めとする運動部

活動に関わる全ての者が本マニュアルをいつでも閲覧できるよう、本学のポータル

サイト上に本マニュアルの最新版を掲載する。 

 

10. 本マニュアルの改廃 

本マニュアルの改廃は、運動部リスク管理責任者の決裁をもって行う。 

 

 

（以上） 

制定・改廃履歴 

2023年●月●日制定 

202●年●月●日改定 

[※13：制定日、改定日の履歴を残して下さい。] 

 

別紙2「事故のリスク一覧」 

別紙3「施設安全のチェックシート」 

別紙4「施設の補修申請書」 

別紙5「保険加入の推奨について」 

別紙6「事故発生報告書」 

別紙7「事故原因究明・再発防止策検討シート」 

別紙8「UNIVAS相談窓口のご案内 

https://docs.google.com/presentation/d/1vx5uN71mSj00HQTpLsNi5SD51ErFJFha/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D48RdA9N18smrmJoHVfE8BdosOcSELgo/edit#gid=964778477
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JmerpL1QUL_B_hb6bSwlbsH_wbUiriyD/edit#gid=1305535223
https://docs.google.com/document/d/1Gz-8DYCY4xtXQ_RWFB3V_dMPw3yE2gCA/edit
https://docs.google.com/document/d/1FXhazY89Uk_hunUmfK1_tK-1WJVtAecP/edit
https://docs.google.com/document/d/1DCf4bGPlMvtm9A1SA_J8aeJoHZ9pDDgb/edit
https://docs.google.com/document/d/1WvDjmgwHm3jyucQrMqzdrK8F5Paqz0Cf/edit#heading=h.x41jc8yfkqlm
https://docs.google.com/presentation/d/1vx5uN71mSj00HQTpLsNi5SD51ErFJFha/edit#slide=id.p1
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2023年5月19日 



 

15 

2023年5月19日 
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2023年5月19日 

（別紙4） 

 

                                                                                年     月     日 

 

施設の補修申請書（雛形） 
 

施設課長（運動部リスク管理責任者） 御中 

 

                                                   所 属 

 

                                                   氏 名                       

 

下記の補修を依頼致します。 

施設名 補修依頼箇所 

  

状況 

 

 

(施設)課 記入欄 

(施設)課 意見 

 

 

補修発注者 
 

 
補修発注日 

 

  

 補修業者名 
   

 
補修予定日 

 

 
 

補修完了日 
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2023年5月19日 

（別紙5） 

 

2023年●月●日 

リスク管理責任者 

 

保険加入の推奨について（雛形） 

 

大学では、万一の事故等に備えて、入学時に「学生教育研究災害傷害保

険（学研災）」に加入しています。しかし、怪我の状況によっては補償内

容が十分ではなかったり、賠償責任保険（相手に怪我をさせてしまった場

合の保険）は学研災では補償されませんので、任意で以下に示す「学研災

付帯学生生活総合保険（付帯学総）」や「スポーツ安全保険」への加入を

推奨いたします。 

 

【学研災付帯学生生活総合保険（付帯学総）】 

付帯学総は、「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」及び「学研災付帯賠償

責任保険」では補償が不足すると思われる場合に、学研災に加えて任意で加入

できる保険です。 

 ※詳細は以下のとおり。 

  学研災付帯学生生活総合保険（略称「付帯学総」） 

  http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-gakuso.htm 

 

 

【スポーツ安全保険】 

公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」への加入はクラブ

単位での加入となり、クラブで手続きを行う必要があります。この保険は、

スポーツ活動だけではなく、文化活動、レクリエーション、ボランティア

活動でも保険の対象となります。怪我の多いクラブや、賠償責任（他人に

怪我をさせてしまうこと、他人の物を壊してしまうこと）が発生するおそ

れのあるクラブは、積極的に加入をしましょう。 

 ※詳細は以下のとおり。 

 スポーツ安全保険のしおり 

 https://www.sportsanzen.org/hoken/grjkkl0000000kre-att/grjkkl0000000n3n.

pdf  

http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-gakuso.htm
https://www.sportsanzen.org/hoken/grjkkl0000000kre-att/grjkkl0000000n3n.pdf
https://www.sportsanzen.org/hoken/grjkkl0000000kre-att/grjkkl0000000n3n.pdf
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2023年5月19日 

（別紙6） 

 

 

 

事故発生報告書（第  報）（雛形） 
 詳細 

事故発生日時 

 

    年   月   日（ ）午前・午後   時   分  

事故発生場所 

 

施設名（住所）、発生場所 

 

事故の内容 事故の詳細、経緯 

 

 

負傷者の有無、程度 

 負傷者（有・無）→有の場合、（  ）名  

 

 

 

事故の経緯 

 

※「いつ、どこ

で、誰が、どう

した」を明記す

ること 

  時  分 

 

  時  分 

 

  時  分 

 

  時  分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事故発生） 

 

（発見） 

 

（通報） 

 

 

 

作成者 （名前）         （所属） 

（連絡先） 

作成日時     年   月   日（ ）午前・午後   時   分 
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2023年5月19日 

（別紙7） 
 

年  月  日 

 

事故原因究明・再発防止策検討シート（雛形） 
 

リスク管理責任者 御中 

 

所属 

 

氏名 

 
事故発生日時 

 

    年   月   日（ ）午前・午後   時   分  

事故発生場所 

 

施設名（住所）、発生場所 

 

事故の内容 事故の詳細、経緯 

 

 

負傷者の有無、程度 

 負傷者（有・無）→有の場合、（  ）名  

 

 

 

事故の経緯 

 

※「いつ、どこ

で、誰が、どう

した」を明記す

ること 

（事故発生） 

 

（発見） 

 

（通報） 

 

 

 

原因 

 

 

 

 

再発防止策 

 

 

 

 

コメント 
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2023年5月19日 

（別紙8） 


